
C ． 豊 か な 生 活

安 心 ・安 全

関 係

府 省等
対 応 状 況 主 な 成 果 課 題 これ か らの 取 り組 み

ィ ． 税 制 改 革

厚生労働省は、年金をはじ
厚生労働省

・14年 1月より、社会保障 ・、1年間の議論を参考に、 ・「方向性と論点」で提示
②平成15年末めとする社会保障制度につ 審議会年金部会において次 14年12月に 「年金改革の骨 した問題につき国民的な幅

いて、持続可能で公平な制 期財政再計算に向け本格的 格に関する方向性と論点」 広い議論を行うとともに、 秋の早い段階を目途に厚
度の構築に向け、給付と負 な議論を開始し、1年間に をとりまとめ。 制度設計のいわゆる各論的 生労働省としての具体的な
担のあり方等を抜本的に見 わたり議論。 な事項について、社会保障 改革案を提示、年内に改革
直すほか、年金のポータブ
ル化の拡充、短時間労働者
に対する社会保険の適用拡
大、第3 号被保険者制度の
あり方について見直す。

審議会年金部会等において
議論を進める。

・これらの議論を具体的な
改革案作りにつなげてい
く。

の成案を得る。

・上記年金改革等とあわ ・社会保障制度を将来にわ ①～②
せ、15年 2 月より、社会保 たって持続可能で安定的な 引き続き審議会での議論を
障審議会において、社会保
障全体についての制度横断
的な議論を開始。

ものと．して再構築する。 進め、平成1 5年夏頃まで
には一定の議論の取りまと
めを行う。

O NPO活動促進のための、現 財務省・総 ・平成15年度税制改正におい 第156回国会に、平成15年度税 （か第156回国会において平成15
行NPO税制の認定要件の見直務省・内閣 て、認定NPO法人制度における 制改正法案を提出。 年度税制改正法案の年度内成立
Lを検討する。 府・経済産

業省・文部
科学省・環
境省・厚生
労働省・国
土交通省

パブリックサポート等の認定要件
を緩和するとともに、認定N PO法
人についてみなし寄附金制度の
導入を実施することとしている。

を図る。法案の成立・施行にあ
たっては、新しい制度が国民に利
用されるよう政府広報等の手段に
よりPR・情報提供を行う。
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口 ． 歳 出 改 革

厚生労働省は、年会をはじ
厚生芦働省

・14年 1 月より、社会保障 i 1 年間の議論を参考に、 ・ 「方向性と論点」で提示 ②平成15年末
めとする社会保障制度につ 審議会年金部会において次 14年12月に r年金改革の骨 した問題につき国民的な幅 秋の早い段階を目途に厚
いて、持続可能で公平な制 期財政再計算に向け本格的 格に関する方向性と論点」 広い議論を行うとともに、 生労働省としての具体的な
度の構築に向け、給付と負 な議論を開始し、1 年間に をとりまとめ。 制度設計のいわゆる各論的 改革案を提示、．年内に改革
担のあり方等を抜本的に見
直すほか、年金のポータブ
ル化の拡充、短時間労働者
に対する社会保険の適用拡
大、第 3 号被保険者制度の
あり方について見直す。

わたり議論。‘ な事項について、社会保障
審議会年金部会等において
議論を進める。

・これらの議論を具体的な
改革案作りにつなげてい
く。

の成案を得る‘。

・上記年金改革等とあわ ・社会保障制度を将来にわ ①～②
せ、15年 2 月より、社会保 たって持続可能で安定的な 引き続き審議会での議論を
障審議会において、社会保
障全体についての制度横断
的な議論を開始。

ものとして再構築する。 進め、平成 1 5 年夏頃まで

には一定の議論の取 りまと
めを行う。

・関係府省は、平成 1 5 年 総合科学技 平成 1 5＿年度においては、 1 5 年度予算の執行に万全
度から健康寿命の増進のた 術会議、開 既存の予算を見直し、例え を期すとともに、引き続き
めの医療、健康、バイオテ 係府省 ば、疾患関連たんばく質解 科学技術関連予算等の重点
クノロジーの科学技術予算
等の重点化を図る。

析プロジェク トや最先端科
学を活用したがん等生活習
慣病予防研究など、活力あ
る長寿社会実現のためのゲ
ノム関連技術を活用した疾
患の予防 ・治療技術の開発

に取 り組むこととしてお
り、平成 1 5 年度予算案に
おいて科学技術関連予算の
重点化を図ったところ。

化に努める。
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ハ．規制改革
・関係府省は、上下水道業
務の民間委託、公営ガスの
民営化を推進する。また、
ケアハウス、保育所及び学
校等にPFlを活用する。
・厚生労働省はP FIの活
用等を通じてケアハウス、
生活支援ハウス等を整備す
る。

厚生労働省 ＜ケアハウス＞
・平成13年度にケアハウス
の設置主体を民間企業等に拡
大。平成13年度第1次補正予
算において、PFl法の枠組み
を活用して整備を行う一定の場
合における施設整備費につい
て、新たに国庫補助対象とした
ところ。
・平成14年2月には、各自
治体がPFl制度を活用した公
設民営方式によるケアハウスの
整備を行うことを支援するた
め、実施マニュアルを作成・配
布。
・平成14年7月に自治体の
担当者向け研修会を開くなど、
引き続きPFl制度を活用した
ケアハウスの整備について周知
を図っている。
・PFl法の枠組みを活用し
て整備を行う一定の場合におけ
る施設整備費補助については、
平成14年度補正予算におい
て、これを痴呆性高齢者グルー
プホーム等に拡大した。
・平成15年度予算案におい
ては、構造改革特区における特
別養護老人ホームの整備につい
て、PFl法の枠組みを活用し
て整備を行う一定の場合におけ
る施設整備費に係る国庫補助を
盛り込んでいる。

・現在、東京都杉並区及
び中央区、千葉県市川市並
びに愛知県高浜市におい
て、P Fl法の枠組みを活
用してケアハウス等の整備
を行うため、実施方針の公
表等が行われ、東京都杉並
区、千葉県市川市及び愛知
県高浜市においては、既に
事業者が選定されたとこ
ろ。

・引き続き、事業の周知
徹底等を進め、PFl制度
の活用を推進していく必要
がある。

政策目標C・厚労省・基本方針2002（経済活性化戦略）

○　平成15年度において
は、構造改革特区における
特別養護老人ホームの整備
について、P Fl法の枠組
みを活用して整備を行う一
定の場合における施設整備
費の補助を行う予定。
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●

＜保育所＞
・公有施設等を活用した保
育所設置に係る資料集を作
成し、都道府県等に保育所
PFl実施マニュアルを示した
ところ。（平成14年3月）こ
れを受け、千葉県市川市に
おいて、PFl法の枠組みを活
用して保育所等の整備を行
うため、実施方針の公表等
が行われているところ。
・平成14年9月に、「公設民
営の保育所について」を
テーマに市町村職員等を対
象とする研修会を開催した
ところ。

・平成15年度予算案にお
いて、PFl方式などを活
用した公設民営保育所の整
備を推進する予算を計上。

螢設民営保育所設置件数
406件【累計＝平成14年8
月未現在）※うち、13年度
及び14年度で計105件

●

引き続き、事業の周知、徹
底等を進め、公設民営保育
所の整備を推進していく必
要がある。

平成15年度において、P
Fl方式などを活用した公
設民営保育所の整備を推進
する予定。

政策目標C・厚労省・基本方針2002（経済活性化戦略） Page4



文部科学省、厚生労働省
は、医療・介護、保育、労
働、教育等の社会的規制分
野において、民間による良
質で効率的なサービス提供
を推進する。

厚生労働省 【医療分野について】
○　平成13年10月から
「これからの医業経営の在
り方に関する検討会」を開
催し、医療機関の経営情報
のあり方、医療法人におけ
る組織、運営など医業経営
の近代化・効率化方策につ
いて検討を行い、（9医療法
人の理事長要件を更に緩和
するとともに、（診公益性の
高い特定医療法人等につい
ては、決算書等の積極的開
示を要請するとの中間報告
が平成14年3月にとりま
とめられた。

○　厚生労働省では、この
中間報告を踏まえて，、平成
14年4月1日に所要の通
知改正を行った。

○この中間報告において、
以下の課題について今後検
討を深めることとされ、引
き続き同検討会において検
討を行っているところ。
・医療法人運営の透明性や
経営管理機能を高めるため
の方策
・医療法人の永続性、公益
性を高めるための方策
・医療法人、医療機関運営
の弾力性・効率性を高める
ための方策
・経営の安定性を高めるた
めの方策等

政策目標C・厚労省・基本方針2002（経済活性化戦略）

O rこれからの医業経営の
在り方に関する検討会」に
おいて、平成14年度中を
目途に最終報告を行うこと
としている。
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●

【介護分野について】
○　介護保険制度の下、既
に在宅サービスについて
は、民間事業者の参入を認
めているところ。
○　平成13年度にケアハ
ウスの設置主体を民間企業
等に拡大した。
○　特別養護老人ホームに
ついては、昨年12月に成
立した構造改革特別区域法
で、特区においてP Fl方
式又は公設民営方式の下
で、株式会社等による運営
を認めることとしたところ
である。
○平成15年度予算案にお
いては、構造改革特区にお
ける特別養護老人ホームの
整備について、PFl法の
枠組みを活用して整備を行
う一定の場合における施設
整備費に係る国庫補助を盛
り込んでいる。

○　在宅サービスについて
は、着実に民間事業者の参
入が進んでいるほか、現
在、東京都杉並区及び中央
区、千葉県市川市並びに愛
知県高浜市において、PF
I法の枠組みを活用してケ
アハウス等の整備を行うた
め、実施方針の公表等が行
われ、東京都杉並区、千葉
県市川市及び愛知県高浜市
においては、既に事業者が
選定されたところ。

●

○　引き続き、事業の周知
徹底等を進め、PFI制度
の活用を推進していく必要
がある。

政策目標C・厚労省・基本方針2002（経済活性化戦略）

○　平成15年度において
は、構造改革特区における
特別養護老人ホームの整備
について、PFl法の枠組
みを活用して整備を行う一
定の場合における施設整備
費の補助を行う予定。

Page6



●

【保育分野について】
○平成14年9月に、「公
設民営の保育所について」
をテーマに市町村職員等を
対象とする研修会を開催
し、先進的な事例、公設民
営保育所の現状等について
情報提供を行ったところ。
○さらに、平成14年度に
おいて、PFl制度等を活
用した公設民営の保育所に
対する施設整備補助を実施
するなど、民間参入の促進
に努めている。
○なお、平成12年3月よ
り、保育所設置主体の制限
を撤廃し、NPO法人、株
式会社、学校法人等の参入
を認めているところ。

○平成15年度において、
PFl方式などを活用した
公設民営保育所の整備を推
進する予算を計上したとこ
ろ。

○公設民営保育所設置件数
406件［累計］
（平成14年8月未現在】　※
うち、13年度及び14年度で
計105件
○社会福祉法人以外の民間
による保育所設置件数　7
7件［累計］（平成14年10
月現在）

●
○引き続き、事業の周知、
徹底等を進め、公設民営保
育所の整備を推進していく
必要がある。

政策目標C・厚労省・基本方針2002（経済活性化戦略）

○平成15年度において、
PFI方式などを活用した
公設民営保育所の整備を推
進する予定。
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●

【その他】
○利用者の立場に立って、
質の高いサービスを効率的
に提供していく観点から、
社会福祉法人について、そ
の資産要件の緩和や自らの
収益を充てることのできる
事業の範囲の拡大等の運用
の改善を行った（平成14
年8月）。

○平成15年度予算案にお
いて、PF t制度等を活用
した公設民営の保育所に対
する補助を含む施設整備の
補助、学校余裕教室活用促
進事業を拡大し、廃止され
る公立学校の建物を保育所
に転用する場合を補助対象
とすること等を盛り込んだ
ところである。

具体的には、平成14年8月30日
付で各都道府県、指定都市、中
核市宛にに通知を発出し、主に以
下の改正を行った。
○　収益事業の収益を充てること
のできる公益事業として、当該法
人が実施する社会福祉事業と密
接な関連があり、当該社会福祉
事業と一体的に実施することによ
りその目的の一層の達成に資す
るものとして、所轄庁が認めるも
のを追加した。
○　グループホームのみを経営す
る社会福祉法人について、一定
の要件を満たしているときは、資
産要件を1億円から1千万円に緩
和した。
○　外部監査のさらなる活用の促
進をした。
また、法人が外部監査を活用した
場合、当該外部監査を所轄庁の
実地監査とみなし、その結果等に
基づく書面による監査を行うこと
で足りることを認めた。

●

○　さらなる周知徹底を図る必
要がある。

○引き続き、市町村・社会福
祉法人以外の多様な主体によ
る保育所設置、運営の促進に
努める。

ホ．その他の制度改革
厚生労働省は、民間活用に
よるキャリアカウンセリン
グを促進する。

厚生労働省 平成13年の総合雇用対策に
おいて5年間で5万人の
キャリア・コンサルタント
養成を目標とすることとし
たことを踏まえ、官による
養成のほか、民間における
養成について助成金等の活
用により推進。
・民間企業の人事・労務担
当者（在職者）等を対象に
キャリア・コンサルタント
養成訓練を平成14年11
月から職業能力開発大学校
等において実施。（毎年
11個来1

民間におけるキャリア・コ
ンサルタント養成事業の増
大

平成14年11月開講の訓
練コースにおいては、53
0名を対象に実施。

5年間で5万人の目標に
従って養成を推進

政策目標C・厚労省・基本方針2002（経済活性化戦略）

①②民間におけるキャリ
ア・コンサルタント養成の
助成金活用による支援と職
業能力開発大学校等におけ
る養成について、15年度も
引き続き推進。
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●　　　　　　　　　　　●
・キャリア形成促進助成金
（職業能力評価推進給付

金）の支給対象として民間
機閑が実施するキャリア ・

コンサルタント能力評価試
験の指定を開始。

・教育訓練給付制度の活用
により、労働者自ら民間機
関が実施するキャリア・コ

ンサルタント養成訓練を受
講する場合に支援。

平成14年11月現在、7試験
を指定。平成15年4月に向
け、第2回指定手続き中。

平成14年10月現在、キャリ
ア ・コンサルタント養成関
連の講座指定数は21講座。

厚生労働省、関係府省は、 厚生労働 ・計画年休制度の導入や年 ・計画年休導入等のパンフ ・近年、年次有給休暇の取 ②平成15年末
長期連続休暇制度の導入促 省、関係府 次有給休暇の連続取得の促 レット．（10万部）を作成、 得率が微減傾向にあり、引 ・休暇の長期連続化や休暇

進に努める。 省 進に対する取組を行った中 配布。 き続き年休の取得促進に努 の分散化を図るため、業種
小企業事業主団体等に対し ・中小企業主団体等55団体 める。 別懇談会を設置し、業種特
て助成 に対して助成を行い、傘下 性や職場特性等を薗まえた
・長期休暇の普及促進のた 企業の計画付与制度を導入 長期休暇取得計画作成推進
め、農林水産省等と連携し した企業割合が3．8％増加 事業を展開。
て11月に全国主要都市にお し、年次有給休暇の取得率 ・長期休暇の普及促進のた
いて、長期休暇制度の普及 が0．5日増加した。 t平成 1 め、農林水産省等と連携し
と定着に関するシンポジウ 3 年度） て11月に全国主要都市にお

ムを開催 ・長期休暇制度の普及と定
着に開するシンポジウムを
開催し、全国7 都市にて周
知し、長期休暇制度の普
及 ・定着を図った。 l

いて、長期休暇制度の普及
と定着に関するシンポジウ
ムを開催。

政策目標C・厚労省・基本方針2002（経済活性化戦略） Page9



●　　　　　　　　　　●

厚生労働省、経済産業省 厚生労働省 「健康日本2 1」のホーム 健康情報の提供の充実が図ら特になし （D 第3回健康日本21全国大

は、平成14年度から、ITの ページを通じて、9 月に開 れた。 会の報告、各自治体が策定し
活用による医療・健康情報 催された健康づくり国際会 た地方計画事例や、国、自治
の提供や健康づくり支援産 議及び1 2月に開催された 体、団体の活動事例の情報提

業育成のための環境整備を 第4 回健康日本2 1推進国 供。　　　　　　　 （診健
する。 民会議の報告や、健康増進

法、政令についての情報提
供を行っている。

康増進法に基づく基本方針に

ついての情報提供。
③健康増進法に基づく健康診
査の実施等に関する指針につ

いての情報提供。

厚生労働省は、平成14年度 厚生労働省 平成14年8月に健康増進法、 「健康日本21」のホームペー 特になし ①r健康日本21」の評価手法
から「21世紀における国民 12月に同施行令を制定し、法 ジや地方計画事例集の作成、 について検討。②評価手法に
健康づくり運動」を一層推進 的基盤整備を図ったとともに、各種大会の実施を通じて、健 ついてのモデル事業を実施。
する。 地方計画支援や全国大会等 康情報提供の充実が図られ 健康増進法に基づく健康診査

による普及啓発、また、評価手
法の検討会を設置するなどし
て「21世紀における国民健康
づくり運動」（「健康日本21」）

の推進に取り組んできた。

た。 の実施等に関する指針の策
定。③中間評価の実施。

関係府省は、健康に対する 厚生労働省 食生活改善普及月間の実施 健康づくりのための食生活に 特になし ②③
食の重要性に鑑み、いわゆ 文部科学省 （10月）、国民栄養調査結果 関する普及啓発に寄与した。 ・健康に配慮したメニュー提供
る「食育」を実施する。 農林水産省 の発表（11月）などを通じた、

健康日本21における栄養・食
生活分野の推進、「食生活指
針」の普及啓発及び情報提供
等。食生活改善支援のための
指導用教材等を作成。

等の具体的推進方法等の食
環境整備についての検討。

・栄養所要量調査改定の検
討。　　　　　　 ・国民
健康・栄養調査の実施。

・食生活改善普及月間の実
施、国民栄養調査結果の発表
等による、「食生活指針」の普
及啓発等の情報提供。
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総務省、厚生労働省、経済
産業省、国土交通省は連携
して、平成14年度から、
情報通信環境の高度化、地
域コミュニティ形成、ビジ
ネス環境整備、就業条件の
確保を通じて、テレワー
ク・SOHOなど多様な働
き方を支援する。

総務省、厚
生労働省、
経済産業
省、国土交
通省

総務省、経済産業省、国土交通
省と連携して、「テレワーク・SOH
Oの推進による地域活性化のた
めの総合的支援方策検討調査」

を実施し、テレワーク推進のため
の総合的な支援方策を検討して
いる。
また、テレワークの普及促進を図
るため、以下の施策を行った。
・在宅就業者が様々な仲介機関
を探し出し、自分に適した仕事を
探し出すことを可能とするため、
仲介機関に関する情報を収集し、
在宅就業者に対して提供する事
業を行った。
・テレワークシンポジウム等によ
り、テレワークの普及促進を行っ
た。
・テレワーク相談センターにおける
相談等を行った。
・非雇用型の在宅ワーカーを対象
に、契約に係る最低限のルールと
して、「在宅ワークの適正な実施
のためのガイドライン」の周知啓
発を行った。
・在宅ワーカー希望者等を対象
に、在宅ワークに必要な基礎知識
やノウハウを提供するための各種
支援事業を実施した。

総務省、経済産業省、国土交通
省と連携して実施した、「テレワー
ク・SOHOの推進による地域活性
化のための総合的支援方策検討
調査」により、テレワーク人口及び
テレワーク推進上の課題等のテレ
ワークの実態を明らかにしている
ところ。
また、テレワークの普及促進を図
るための施策を通じ、適正なテレ
ワークの推進を図ったところ。

現在進めている「テレワーク・SO
HOの推進による地域活性化のた
めの総合的支援方策検討調査」
の結果等を踏まえて、総務省、経
済産業省、国土交通省と連携し
て、テレワークを推進する上での
課題と総合的な支援方策につい
て検討していくことが必要である。
また、適正なテレワークを推進す
る観点から今後とも、テレワーク
普及啓発活動の継続的な実施が
必要である。

テレワーク・SOHOの推進に
よる地域活性化のための総合的
支援方策検討調査」の結果分析
とテレワーク推進上の課題、支援
のあり方等をまとめ、シンポジウ
ムで公表予定。
②また、在宅勤務に伴う労務管理
上の様々な問題を解消するため
に、就労形態に即した労働時間
等の労働条件や職場としての環
境の整備等、労務管理の在り方
について検討委員会を設置し、労
働基準行政上の取扱いを明確に
し、ガイドラインの作成を行い、説
明会等の開催により広く事業主等
に対し周知を図る予定。
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●　　　　　　　　　　　●

厚生労働省、周土交通省等 厚生労働 ・計画年休制度の導入や年 ∴計画年休導入等のパンフ ・近年、年次有給休暇の取 ②平成15年末
の関係省庁は協力して、平 省、国土交 次有給休暇の連続取得の促 レット（10万部）を作成、 得率が微減傾向にあり、引 ・休暇の長期連続化や休暇
成 1 4 年度から、学校の夏 通省、文部 進に対する取組を行った中 配布。 き続き年休の取得促進に努 の分散化を図るため、業種
休みの一部を秋休みに移行 科学省、関 小企業事業主団体等に対し ・中小企業主団体等55団体 める。 別懇談会を設置し、業種特
したり、長期休暇を地域ご係各省 て助成 に対して助成を行い、傘下 性や職場特性等を踏まえた
とにずらすなどの休暇の分 ・長期休暇の普及促進のた 企業の計画付与制度を導入 長期休暇取得計画作成推進
散化を推奨するとともに、 め、農林水産省等と連携し した企業割合が3．8％増加 事業を展開。
年休計画表の作成の一層の て11月に全国主要都市にお し、年次有給休暇の取得率 ・長期休暇の普及促進のた
促進を通じ、休暇の長期連 いて、長期休暇制度の普及 が0．5日増加した。（平成 1 め、農林水産省等と連携し
続化や休暇取得時期の多様 と定着に関するシンポジウ 3 年度） て11月に全国主要都市にお
化を推奨する。文部科学省 ムを開催 ・長期休暇制度の普及と定 いて、長期休暇制度の普及
は、必要に応じ、協力す 着に関するシンポジウムを と定着に関するシンポジウ
る。 開催し、全国7 都市にて周

知し、長期休暇制度の普
及 ・定着を図った。

ムを開催。

農林水産省及び関係府省
は、 r安全で安心」な食品
を供給するため、牛肉、野
菜等がいつ、どこで、どの
ように生産 ・流通されたの
かについて把握できる仕組
み （トレーサビリティーシ
ステム）を、平成 1 5年度
から導入する。

農林水産省
関係府省
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平成14年度から、食品表
示制度を含めた食品安全行
政の抜本的な改革に着手
し、消費者に信頼される食
の安全安心体制を構築す
る。特に、内閣官房は関係
府省と協力して、食品の安
全に関するリスク評価を行
う食品安全委員会（仮称）
を新たに設置するための法
案及び消費者の保護を基本
とした包括的な食品の安全
を確保するための食品安全
基本法案（仮称）を平成1
5年の通常国会に提出する
とともに、農林水産省等
は、リスク管理部門を産業
振興部門から分離・弓削ヒす
る等所要の見直しを図る。

内閣官房
農林水産省

○平成14年1月以降の相次ぐ
食品の偽装表示事件を受け、同
年6月より厚生労働省医薬局食
品保健部長及び農林水産省総合
食料局長の私的懇談会として
「食品の表示制度に関する懇談

会」が開催され、その中聞取り
まとめが8月に公表された。こ
の中間取りまとめでは、「現在
食品の表示に関する基準は、各
法に基づく審議会や調査会にお
いて、別々に審議を経た上で決
定されており、両者を相互に検
討する仕組みは設けられていな
い」等との指摘されたことを受
け、食品衛生法及びJAS法に
共通する表示項目、表示方法等
について検討を行うために、厚
生労働省と農林水産省が共同
で、食品の表示に関する共同会
読を設置し、平成14年12月
に第1回共同会議を開催し、お
おむね2年間程度をかけて、両
法に基づく表示の基準全般に関
して検討を行う予定としてい
え

未だなし。 特になし。
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○厚生労働省と農林水産省
が共同で、食品の表示に関
する共同会議を設置し、お
おむね2年間程度をかけ
て、両法に基づく表示の基
準全般に関して検討を行う
予定としている。
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●

OBSE等を契機にした食品の
安全に対する国民の不安や不信
に対応し、厚生労働省において
は、政府の食品安全行政への取
組のうち、リスク管理の主要部
分を担う食品衛生法の抜本改正
をはじめとする関係法律の改正
案を本通常国会に提出した。具
体的には「食品の安全を確保す
ることにより、国民の健康の保
護を図る」旨を法の目的に規定
するほか、国、地方公共団体及
び食品関係事業者の責務を明ら
かにするとともに、規格・基準
に関する規制の見直し、監視・
検査体制の整備、食中毒等飲食
に起因する事故への対応の強
化、罰則の強化等の所要の措置
を講じる。あわせて、重大な事
件事故等の発生への対応や食の
安全確保体制の強化など、リス
ク管理を担う厚生労働省として
の組織体制整備を行うととも
に、リスク評価機関として設置
される「食品安全委員会（仮
称）」との円滑な連携や消費者
等のとリスクコミュニケーショ
ン体制の整備を図ることとして
いる。

○法案が成立次第、速やか
な施行を図る。
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関係府省は、叶を利用した
無医地区をはじめとする医
療ネットワークの整備を引
き続き推進する。

厚生労働省 ○第9次へき地保健医療計
画に基づき、（社）地域医
療振興協会がへき地保健医
療情報システムの開発及び
運用を行っており、厚生労
働省では当該事業に対する
補助を行っているところ。
○平成9年度から遠隔医療
設備整備事業として山間・
へき地等に限らず補助を
行っている。

行政機関とへき地医療機
関等を全国的なネットワー
クで結ぶへき地保健医療情
報システムを活用し、広域
的な医師派遣の調整や情報
交換など、総合的なへき地
医療対策の支援を行った。
○これまでに、へき地等の
医療機関で撮影した放射線
画像を専門医に伝送し、的
確な読影の助言等を得るた
めの画像伝送システムの整
備等を行い、へき地等にお
ける医療提供確保のための
遠隔診療の推進を行った。

○へき地保健医療情報シス
テムの活用を図り、へき地
保健医療の一層の充実を図
る。
○遠隔医療の推進に取り組
むことにより、へき地等に
おける医療提供確保の一層
の充実を図る。

○平成15年度政府予算案
においても、引き続き、へ
き地保健医療情報システム
の運営費等に対する補助を
行うこととしている。（政
府予算案11百万円）
○平成15年度政府予算案
においても、引き続き、遠
隔医療設備整備事業に対す
る補助を行うこととしてい
る。（政府予算案499百
万円）

政策目標C・厚労省・基本方針2002（経済活性化戦略） Page15


